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田辺市農業委員会議事録 

平成２５年１２月３日（火）午後３時 青少年研修センター ３階 大会議室 

農業委員数３９名 

出席者３７名 

1 番 峯  宏好  ２番 玉置 俊裕   ３番 山本 芳雄   ４番 浅井 洋司 

５番 市橋 宗行  ６番 向日 一義   ７番 前田  登  0８番 森  敦孝 

９番 船本 幸雄 １０番 丸屋 弘吉  １１番 小谷 清雅  １２番 田和 芳雄 

１３番 山下 繁一 １４番 中山 敏久  １５番 瀧本 和明  １６番 杉若 陽一 

１７番 泉  雅行 １８番 坂本 一馬  １９番 横尾 泰行  ２０番 小山 茂廣 

２１番 那須 京子 ２２番 那須  克  ２３番 上森  力  ２４番 原  さだ 

２５番 玉置  伸 ２６番 鈴木 直孝  ２７番 溝口 健治  ２８番 上中 悠司 

２９番 坂本 茂久 ３０番 松窪 俊英  ３１番 岡上  達  ３２番 長嶝 博司 

３３番 川井 洋之            ３５番 矢敷 勇氣男 ３６番 松本 忠巳        

３７番 峯園 五郎 ３８番 石谷  強   

             

欠席者      ３４番 中村 洋子  ３９番 蔭地 明一   

                     

事務局      局長 愛須 誠  農地係長 小倉 淳志  主査 松平 忠敏 

会議録署名委員  ２３番 上森  力  ２４番 原  さだ 

議    長   皆さんこんにちは。１２月に入りまして、本年最後の委員会ということで、

あと一月ほどとなったわけですが、大変忙しい時期でございますけれども、

ご出席いただきまして有難うございます。本年の農業委員会運営に関しま

して、皆様方に大変ご協力をいただきながら、今のところスムーズに大過

なく運営出来ています事、本当に厚く御礼申し上げたいと思います。本年

も振り返ってみますと、台風の直撃はなかったですけども、異常気象の中

で、暑かったり干ばつになったり、非常に農業のしにくい年になったかな

と思います。また、全国的にも農業被害とかいろいろな部分があって、大

変な地域も結構多かったように思います。私個人といたしましては、基幹

作物であります梅の大暴落が非常に響いている気がしているんですけども、

我々の世代、高度成長期で過ごしてきた者にとっては、今のこの景気は大

変ショックになっているんですけども、若い人達はこれが当たりかと淡々

と過ごしている気もするんですけども、何とか来年こそは良い年でありま

すようにと願いたいと思っております。本日は、この後に忘年会も予定し

ておりますので、今年の反省も含めて、また来年も良い年であるようにと

懇親が出来たらなと、このように思いますのでどうぞよろしくお願いした

いと思います。あいさつはこれくらいにして議案を進めてまいりたいと思

います。それでは田辺市農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想に

よる利用権の設定の申し出がございますので事務局の説明をお願い申し上

げます。 

農振課 尾崎   皆様こんにちは、それでは農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想

による利用権設定について報告させていただきます。１番、○○○字○○

○○、畑の６２９㎡、他１筆、合計面積は９２５㎡です。貸人は○○○、
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○○○○、借人は○○○、○○○○使用貸借の梅、期間は平成２６年１月

１日から平成３１年１２月３１日の新規です。２番、○○○字○○○○、

他１筆、畑の２，０２８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、賃貸借の梅、年間４万円の口座払い、期間は平成２６年１月１日

から平成３０年８月３１日の新規です。３番、○○○字○○○○、他４筆、

畑の１，５１８㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、

使用貸借の梅、期間は平成２６年１月１日から平成３１年１２月３１日の

新規です。４番、○○○字○○○○、田の４７８㎡、貸手は○○○、○○

○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年１月１

日から平成２６年１２月３１日の新規です。５番、○○○字○○○○、他

１筆、畑の３，８０６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○

○○、使用貸借の梅、期間は平成２６年１月１日から平成３１年１２月３

１日の新規です。６番、○○○字○○○○、他５筆、田の１，７５５㎡、

貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の花木、期

間は平成２６年１月１日から平成３１年１２月３１日、新規です。７番、

○○○字○○○○、他１２筆、畑の４，３２６㎡、貸手は○○○、○○○

○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の梅と水稲、期間は平成２６年１

月１日から平成３１年１２月３１日、新規です。８番、○○○字○○○○、

他２筆、田の１，５２６㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○

○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年１月１日から平成３１年１２

月３１日、新規です。９番、○○○字○○○○、他７筆、田の４，０６５

㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、

期間は平成２６年１月１日から平成３１年１２月３１日、新規です。１０

番、○○○字○○○○、他１筆、田の１，２７７㎡、貸手は○○○、○○

○○、借手は○○○、○○○○、使用貸借の水稲、期間は平成２６年１月

１日から平成３０年１２月３１日、新規です。１１番、○○○字○○○○、

畑の５２１㎡、貸手は○○○、○○○○、借手は○○○、○○○○、使用

貸借の野菜、期間は平成２６年１月１日から平成２９年１２月３１日、新

規です。１２番、○○○字○○○○、畑２，３８９㎡、貸手は○○○、○

○○○、借手は○○○、○○○○、賃貸借の梅、年間６万円持参払い、期

間は平成２６年１月１日から平成３１年１２月３１日、新規です。合計１

２件、４６筆、２４，５６４㎡、貸手１２名、借手９名です。この１２件

は農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考え

ます。ご審議をよろしくお願いいたします。 

議    長   はい。有難うございます。利用権設定のご逐条審議をお願い申し上げます。

１番。 

○○番 委員   はい、○○番です。１番について親戚同士という事で、異議はございませ

ん。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。異議はございません。時期なんですけども何か細かいことは

聞いておられますか。 

農振課 尾崎   梅の収穫等ありますので、返す時期を８月３１日に設定したという事です。 
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議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。親戚の間柄で異議ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。１年で足りる予定だそうです。苗木を作る予定です。異議あ

りません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番です。６番から９番まで、異議ございません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番です。貸し手の○○○○さんは３年程前まで、主人とこの農地を含

む田畑を耕作しておったんですが、主人が亡くなりまして、一人では出来

ないという事になりました。借り手の○○○○さんは I ターンで、○○○

にあります○○勤めておったんですが、農業に魅力を感じて農業をやって

みたいという事で、元々○○○○さんが持っていた耕運機とか稲刈り機、

あるいはハーベスターをそのまま譲り受けて、やるようになったわけです。

ですから意欲はあるし、異議ございません。それから１１番ですが、貸し

手の○○○○さんですけども、○○さんをしながら農業をやっとったんで

すが高齢で出来ないという状況になったわけであります。借り手の○○○

○さん夫婦は新規に農業をしたいという事でした、いずれも異議ありませ

ん。 

議    長   はい、１２番。 

○○番 委員   ○○番です。これも異議ありません。 

議    長   はい、以上１２件異議なしとのことでございます。そのように取り計らっ

てよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは、本日の欠席委

員さんは３４番中村洋子委員さん、３９番蔭地明一委員さんです。それか

ら、本日の会議録署名委員に、２３番の上森力委員さん、２４番の原さだ

委員さん、よろしくお願いをいたします。それでは議案第１号農地法第３

条申請について、議案第２号農地法第５条申請について、議案第３号農地

法第２条の規定による農地でない旨の証明願について、議案第４号農地の

形状変更願について、議案第５号農地売渡あっせん申出について、報告第

１号農地等売渡あっせん成立について、報告第２号農地法施行規則第３２

条第１項第１号による届出について、報告第３号農地法第１８条第６項の

規定による通知について、報告第４号農地使用貸借契約の合意解約につい

て、それから関連がございますので、追加議案②についても議案第１号農

地法第５条申請について、報告第１号農地使用貸借契約の合意解約につい

て、を上程させていただきます。まず最初に関連がございますので、報告

第３号農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局の説明を

お願い申し上げます。 

松平  主査   １２ページをお願い申し上げます。報告第３号農地法第１８条第６項の規
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定による通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は７４９㎡、他１筆、合計面積は１，１１５㎡、賃貸人

は○○○、○○○○、相続人○○○○、賃借人は○○○、○○○○、相続

人○○○○、賃貸借の合意解約をした日は平成２５年１０月２８日です。

農地法第１８条第６項の規定による通知以上１件報告申し上げます。 

議    長   報告第３号について、ご意見、ご質問ございませんか。         

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第３号、報告とさせていただきます。続

きまして、追加議案②の報告第１号農地使用貸借契約の合意解約通知につ

いて、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   追加議案②の２ページをお願いします。報告第１号農地使用貸借契約の合

意解約通知です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は４７２㎡、他１筆、合計面積は１，０３５㎡でござい

ます。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、解約の日は平

成２５年１１月２０日、理由は共同住宅用地に転用するためです。農地使

用貸借契約の合意解約による通知以上１件報告いたします。 

議    長   追加議案②報告第１号について、ご意見、ご質問ございませんか。         

（なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、追加議案②報告第１号報告とさせていただき

ます。それでは、議案第１号農地法第３条申請について事務局の説明をお

願い申し上げます。 

松平  主査   １ページをお願いします。議案第１号農地法第３条申請を説明させていた

だきます。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共

に田、面積は４８１㎡、他１筆、合計面積は５７８㎡です。譲渡人は○○

○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。２番、土地の所在

は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑で、面積は５，１４０㎡、

他１筆、合計面積は５，１４５．９３㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、

譲受人は○○○、○○○○、売買です。３番、土地の所在は○○○字○○

○○、地目は登記簿が田、現況は畑、面積は１８２㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。４番、土地の所在は○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４６１㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。５番、土地の

所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕地、面積は１，

６２１㎡、他１筆、合計面積は３，２７２㎡です。譲渡人は○○○、○○

○○、譲受人は○○○、○○○○、売買です。６番、土地の所在は○○○

字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１，２４２㎡、譲渡人は

○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、あっせんによる売買です。

７番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は２７３㎡、他１筆、合計面積は１，０７４㎡です。譲渡人は○○○、○

○○○、譲受人は○○○、○○○○、あっせんによる売買です。８番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は１１１

㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与です。
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９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積

は５６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、贈与

です。１０番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に

畑、面積は１，００９㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○

○、○○○○、売買です。１１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿が宅地、現況は畑、面積は２６５．２３㎡です。譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、○○○○、売買です。１２番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は６８０

㎡です。譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、売買で

す。営農計画書が添付されておりまして野菜を作られるそうです。以上１

２件について書類を審査したところ、常時従事、全部耕作、周辺農地への

影響等、農地法第３条第２項の許可できない要件には該当していませんの

で、許可の要件を充たしていると判断いたします。ご審議のほどよろしく

お願い申しあげます。 

議    長   それでは逐条審議をお願い申し上げます。１２件の逐条審議をお願い申し

上げます。１番。 

○○番 委員   はい、○○番です。１番の贈与について異議ございません。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   はい、○○番です。○○○○さんは専業で頑張っておられます。異議ござ

いません。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。３番について異議ありません。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。これは、あっせんにかけたいという話があった件で、小作権

が設定されていたのを外してもらってこの人に買ってもらうという事で、

異議ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   はい、○○番です。これも同じ人の件で、放棄農地解消のためにも良いと

思います。異議ございません。 

議    長   はい、６番。 

○○番 委員   ○○番です。あっせんによる売買で、異議ございません。 

議    長   はい、７番。 

○○番 委員   ○○番です。これも９月にあっせんに出た件で、異議ありません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番です。８番と９番は道を新しく畑の中につけるそうです。その切は

めだそうです。異議ありません。 

議    長   はい、１０番。 

○○番 委員   ○○番です。これは○○○○さんの家の近くの畑です。前から売っていた

だけませんかと話があったそうです。異議ありません。 

議    長   はい、１１番。 

○○番 委員   はい、○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、１２番。 
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○○番 委員   はい、○○番です。譲渡人の○○○○さんは○○○に住んでおられるわけ

なんですが、８３歳という高齢でありまして、通作が全然出来ないという

状況で、年に２、３回の除草、草刈をしておりました。買ってくれる人が

あったら買ってほしいという話がそれで、譲受人の○○○○さんは、この

土地は自宅から徒歩で３分位の所にありまして、新規に農業をしたいとい

う事から話が進んだようです。異議ありません。 

議    長   はい、以上３条申請１２件とも異議なしとのことです。そのように取り計

らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第２号農

地法第５条申請について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ４ページをお願いします。議案第２号農地法第５条申請です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は５８２㎡、

譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規

模は建設資材置場５８２㎡、着工日、工事期間は許可の日より４か月以内、

平成２４年１０月９日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利

同意共にございません。道路と住宅に囲まれた生産性の低い農地で、第２

種農地です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況

共に畑、面積は８３９㎡、賃貸人は○○○、○○○○、賃借人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は駐車場８３９㎡の内６００㎡、着工日、工

事期間は現状のまま使用するそうなので工事は行いません、農用地の内外

は一時転用のため除外の必要はございません。隣接同意はあります、水利

同意は不要です。平成２７年１月３０日までの賃貸借の一時転用です。３

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕田、

面積は２５０㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は住宅１棟５９．２１㎡、庭園・駐車場１９０．７９㎡、

着工日、工事期間は許可の日より１２か月以内、平成２５年１０月２２日

に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同意共にございます。

永年の使用貸借です。周囲を山林と川に囲まれた農地で、第２種農地です。

４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が畑、現況は雑種地、

面積は６１８㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は境内地（庭）６１８㎡、着工日、工事期間は許可の日

より３か月以内、平成２５年１０月２２日に農用地区域から除外していま

す。隣接同意、水利同意共にございます。山間にある小集落の農地で、第

２種農地です。５番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現

況共に畑、面積は１６㎡、譲渡人は○○○、○○○○、譲受人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は駐車場１６㎡、着工日、工事期間は許可の

日より１２か月以内、平成２５年１０月２２日に農用地区域から除外して

います。隣接同意、水利同意共にございます。中山間地の山林と住宅地に

囲まれた小集落の農地で、第２種農地です。６番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は２０８㎡、貸人は○○○、

○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は住宅１棟６３．
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８４㎡、庭園・駐車場１３９．１５㎡、着工日、工事期間は許可の日より

１２か月以内、平成２５年１０月２２日に農用地区域から除外しています。

隣接同意、水利同意共にございます。永年の使用貸借です。周囲を道路と

住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。７番、土地の所在は○○○字

○○○○、地目は登記簿、現況共に田、面積は４０９㎡、譲渡人は○○○、

○○○○、譲受人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は駐車場１８台

４０９㎡、着工日、工事期間は許可の日より４か月以内、平成２４年２月

２２日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同意共にござい

ます。周囲を道路と住宅地に囲まれた農地で、第２種農地です。８番、○

○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は４７２㎡、他１筆、

合計面積は１，０３５㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、

○○○○、使用目的及び規模は共同住宅１棟１６７．４㎡、駐車場他８６

７．６㎡、着工日、工事期間は許可の日より１２か月以内、平成２５年２

月２５日に農用地区域から除外しています。隣接同意、水利同意共にござ

います。３０年間の使用貸借です。周囲を道路と住宅地に囲まれた小集落

の農地で、第２種農地です。９番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は５６４㎡、貸人は○○○、○○○○、○○

○、○○○○、○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、使用目的及

び規模は太陽光発電システム設備５６４㎡、着工日、工事期間は許可の日

より４か月以内、農用地の内外は用途外でございます。隣接同意、水利同

意共に不要でございます。この土地は、都市計画用途地域内（第一種住居

地域）にありますので、第３種農地です。以上９件につきまして、申請書、

添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２項の許可できない要件

に該当しておりません。農地法第５条申請以上９件ご審議の程よろしくお

願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。ここで現地調査の代表委員のかたの所見をいた

だくんですけども、１番につきましては１１月の定例委員会で保留になっ

た案件で継続審議とさせてもらっております。これについては追加説明等

がありますんで、これを後回しさせていただきまして、２番から先にご審

議をお願い申し上げたいと思いますんで、２番から現地調査の代表委員の

かたの所見を賜りたいと思います。よろしくお願いします。 

○○番 委員   ○○番です。１１月２９日に現地調査を行ってまいりました。同行してい

ただいたのは愛須局長、小倉係長、○○○○委員、それから私でございま

す。８時半に出発いたしまして、当日は大変寒い日でございましたけども

晴天に恵まれて、非常に回りやすい条件でございました。まず、２番の案

件でございますけども、この場所は○○学校から南西へ１５０ｍの場所で、

非常に細長い土地になっております。現況は畑、隣接は東側が宅地、南側

が市道、西側は田、北側は県道となっております。田圃の方には同意をい

ただいております。水利同意は不要となっております。理由としましては、

○○学校の建築工事に伴って工事車両等の駐車場として利用したいとの事

で、一時転用は平成２７年１月３０日までとなっております。現状のまま

で使用するという事ですので問題ないかと思います。次に３番、○○○○
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の案件でございます。場所は○○○○から北へ６００ｍ程、現況は田圃に

なっております。周囲は東側、北側が本人所有の田圃、南側は河川、西側

は田圃、本人の所有以外の西側の田圃の同意がございます、水利組合の同

意もございます。理由といたしましては、○○○○さんが住宅を建設する

という事で土地を転用して貸した所に家を建てるという事でございます。

盛土高が８３ｃｍから９０ｃｍとなっております。面積は５９、２１㎡で

２階建ての家を建てるという事です。排水等は合併浄化槽、雨水は前面の

水路へ入れるという事で、これも周囲に及ぼす影響もなく問題ないかと思

います。次４番です。○○○の案件でございます。場所は○○幼稚園の手

前１００ｍでございまして、現況は雑種地となっております。東、南、西

面の３方が○○○○として囲われた所で、北面は畑となっており、同意が

ございます。水利組合の同意もございます。場所は○○○○なっており、

梅を元々は栽培しておりましたが、体調的にすぐれないという事で○○○

○に寄付をして利用してもらうという事であります。転用の後はお寺の庭

として利用するという事で、排水等は自然浸透という事で、これも問題な

いかと思います。一旦終了でございます。 

議    長   はい、続きまして５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番の案件ですけども、申請地は○○○の奥のほうにあって、

譲受人の○○○○さんが自家用車の駐車場が置く所が狭く困っていて、今

回隣接地であります野菜畑の一部を譲っていただく事になりまして、申請

に至ったという事でございます。現状で整地してコンクリート張りで駐車

場にする予定でございます。周囲は宅地であり、隣接同意、水利同意もあ

り何ら問題はないと考えます。次に６番です。申請場所は○○小学校の東

へ約３００ｍの所にありまして、現況はみかん畑で既に伐採をしていまし

た。今回、息子が住宅を建てるのに適当な土地がなく、父からみかん畑の

一部を借り受けて、住宅１棟２階建と駐車場にする予定でございます。土

地は道より少し低いので道の高さまで約３０ｃｍから４０ｃｍ盛土をいた

します。排水は合併浄化槽で処理をいたしまして、雨水とともに前の水路

に流す計画となっております。隣接は梅畑で同意、または水利同意あり、

何ら問題ないと考えます。次は７番です。申請地は○○○○より北へ約７

０ｍ、○○○○の前にあります。現況は休耕田であります。譲受人が近く

で○○○○を経営しておりますが、最近、現在の駐車場だけでは狭くなっ

てきており、現在の駐車場の隣接を譲り受けることが出来るようになりま

した。転用内容として駐車場１８台分、約３０ｃｍから４０ｃｍ盛土を行

い、コンクリートをＬ型擁壁で整地して、砕石を敷く予定でございます。

隣接同意、水利同意があり問題ないと思います。以上です。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番です。８番の案件でございます。○○○の場所になりますが、○○

中学校から手前１５０ｍ、すぐ近くに今回目的としておりますものと同じ

マンションが建っております。現況は畑、周囲は東側、南側が畑となって

おります。西側は市道、北側は宅地、水利組合の同意、また畑の方の同意

もすべてあります。理由といたしましては、農業経営が厳しくなってきて
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いる昨今でございます、学校等に近く、こちらの方へ賃貸マンションを建

築したいという事で転用目的としております。建物でございますけどもコ

ンクリート造４階建ての賃貸マンション１棟１２部屋分、駐車場が２４台

分となっております。現状で整地してアスファルト舗装して、Ｕ字溝等ま

たフェンスも設置するという事で、排水は合併浄化槽で道路への側溝、雨

水はＵ字溝から道路側溝へという事で、周囲へ及ぼす影響もなく問題ない

と思われます。以上でございます。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○の物件です。申請地は○○高校の正面であります。現

況は休耕畑です。周りは宅地でございまして、申請地は日当たりが良くて、

太陽光発電を６ｋｗ３基の設置をしたいという事でございます。雨水は自

然浸透で、なんら問題ないと考えます。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。２

番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○の案件ですが、この○○○○さはお年を召されており

まして、草刈りくらいしか出来ない格好で、近くの○○小学校を建て直す

という事で、工事用の駐車場にしたいという事で、問題ないかと思います。 

議    長   はい、３番。 

○○番 委員   ○○番です。この件につきましては、○○○○さんの家を建てるという事

で問題はないかと思います。聞きたい事があるんですけど、使用貸借設定、

永年と今までも再三出てきたわけなんですけども、これは貸主が死ぬまで

と捉えて良いのですか。いかがでしょう。 

小倉  係長   貸主が亡くなれば相続になるので、亡くなるまでという事です。 

議    長   はい、４番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○の隣です。かつて○○○の敷地であったと聞いており

ます。飢饉のあった時に農地として分け与えたという事で、○○○○さん

も農地としてよう作らないので戻すという事で、何ら問題ございません。 

議    長   はい、５番。 

○○番 委員   ○○番です。５番から代表委員さんのきめ細かい説明どおりで、５番、６

番、７番について、異議ございません。 

議    長   はい、８番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、９番。 

○○番 委員   ○○番です。場所は非常に見晴らしの良い所で、太陽光にも適しておると

思われます。排水にも問題ないと思いますので、異議ございません。 

議    長   はい、議案第２号農地法第５条申請８件共異議なしとの事でございます。

そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それでは、1 番について、

保留になってからいろいろと動きがございましたので、局長から説明をさ

せていただきます。 

愛須  局長   先月保留になった１番の案件について、配布の資料により前回までの経過
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を説明。その後、水利組合の代表２名が２５日に来られて、この地域は浸

水区域でもあるし、これから先も地元としては農地として守って行きたい

所だ、転用されて地区外の方が使用されるのも地元としては困る、今、埋

め立てなくても雑種地になれば転用されてマンションとかになると農業に

大きな支障になるという事の中で、隣接者、水利組合ともこの区域には、

今後とも転用は認められないと申し合わせをしていきたいとの回答であり

ました。先週、申請者と代理の○○○○とに来ていただいて、私と会長、

副会長、○○委員長で水利組合の考え方や農業委員会での審議の内容につ

いて説明をさせていただきました。申請者としては、地元ともめてまで取

得をしたいとは思っていない、地元のことが片付くまで待たせてもらうと、

地元で買ってくれる方がおれば諦めてもいいという事でありました。これ

から審議をお願いしたいのですが、今の段階で隣接同意、水利同意が無い

なかで、地元としてもこの区域を農地として行きたいという意向を無視し

て許可相当という事で、このまま県へ直ぐに上げていくのは難しい状況で

はないかと、地元に混乱をまねかねないというふうに思ってございます。

地元で農地として買ってくれる人を探すのも一つの手でもありますし、仮

にそれを認めないというのであれば、許可相当として県へ進達するのか、

不許可相当として進達していくのかの判断を、今の段階では中々つきにく

いかと考えております。それらも含めて本日ご審議、ご協議いただいて、

結論が出ないようであればもう一回保留継続審議させていただいて、時間

をいただいて調整をする必要があるのかと考えてございます。 

議    長   以上、局長からその後の地元との対応、申請者との対応についてご説明を

いたしました。私も３０日に申請者にお会いしました。一部確認したとい

う事で、地元の人が一番懸念されている、転売やマンション建設について

確認させていただきましたら、マンションには絶対しないとの確約はとれ

ました。これは信用しないとならないかなと思ってございます。ただ、負

債整理から始まっているという事で難しい問題で、我々農地を守るという

立場から、その辺が遊水地帯であるという事で埋め立てについては懸念し

ているところでありますけども、その辺も含めて非常に難しい立場におか

れておると思ってございます。今の経過説明について、皆様方のいろいろ

ご意見をいただきたいと思いますので、ご審議いただきたいと思います。 

○○番 委員   ○○番です。マンションは絶対にない、地元のことが片付くまで待つ、も

めてまで取得したいと思っていないし、迷惑をかけたくない、地元に買っ

てくれる人がいれば私は断念すると買主の方が申されているようですが、

当事者同士の５条申請としては現在進行形として理解してよろしいのです

か。取下げは出てないのですか。 

議    長   進行形で取り下げはないです。地元委員さん何かご意見ございませんか。 

○○番 委員   ○○番です。大雨が降ったらあの辺一帯がすぐに浸かるんです。それを承

知で稲を作っているんです。私も昔に浸水して収穫が３分の１の時があっ

たので、水が浸かると言われるとその経験から委員としてどう言ったらよ

いか分からないので、意見としてはよう言いませんが、地元で持ってくれ

る人を何とかならんかなと今考えているところです。 
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議    長   法律上の申請書には何ら不備がないわけですので、委員会として判断が迫

られてくるという部分があって難しいし、我々も地元ともう少し折衝をし

たいと言うと、それは待ちますという話もいただいております、という事

で今日のとこも継続審議、再保留とさせていただきたいと思いますが、何

か良い案とかご意見無いでしょうか。 

○○番 委員   ○○番です。この件について、○○○としてどう対応するか当たってみよ

うと思います。結果はどう出るか分かりませんが、それだけは確約します。 

議    長   今、○○委員さんから地域のほうで骨を折っていただけるという意見が出

ましたので、お任せしてよろしいですか。今しばらく継続審議という事で

保留にしてよろしいですか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   では、そのようにさせていただきます。続きまして議案第３号農地法第２

条の規定による農地でない旨の証明願について事務局の説明をお願い申し

上げます。 

小倉  係長   ７ページをお願いします。議案第３号農地法第２条の規定による農地でな

い旨の証明願です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿

が田、現況は宅地、面積は５０３㎡、申請人は○○○、○○○○、理由は、

申請地は平成５年３月埋立てをして、ゲートボール場として平成１０年ま

で使用する。その後、地元集会所として平成１１年に建築し現在に至る、

ということです。農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願１件、

ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番です。昨日の午後、○○○○委員さんと小倉係長、松平さんと４名

で形状１件、２条、５条、各１件の合計３件の現地調査に回ってまいりま

した。申請地は平成５年３月に埋立てをしてゲートボール場として整地さ

れておりまして、その後、平成１１年に○○○地域の集会所を建設して現

在に至っております。東側と北側が山林で、西側は本人所有の田、南側は

市道となっております。排水等は合併浄化槽で処理されております。長く

地域の集会所として使われておりますので何ら問題はないと思います。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番です。異議ございません。 

議    長   はい、議案第３号農地法第２条の規定による農地でない旨の証明願１件異

議なしとの事でございます。そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第４号農

地の形状変更願について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ８ページをお願いします。議案第４号農地の形状変更願です。１番、土地

の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は休耕、面積は１，

１４５㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、盛土して梅畑

にしたい。着工日、工事期間は許可の日より２年以内、隣接同意、水利同
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意共にございます。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、

現況共に畑、面積は１，２７７㎡、他１筆、合計面積４，３４０㎡の内６

００㎡です。申請人は、○○○、○○○○、変更理由は、切土して梅畑に

したい。着工日、工事期間は許可の日より１年以内、隣接同意はございま

す。水利同意は不要です。以上、農地の形状変更願２件、ご審議の程よろ

しくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番です。○○○のこの場所ですけども、３方を川に囲まれている場所

で、過去の１２号台風の氾濫で、現況は休耕地となって全く耕作が出来な

い状況でありました。場所は○○○の東側１００ｍで、南側の畑の方から

同意をいただいております。理由としましては、申し上げましたように河

川の氾濫で耕作ができないという事で、埋め立ててもう一度、梅畑として

耕作を再開したいという事でございます。盛土は１８５ｃｍから２７０ｃ

ｍとありますけども、そこまで盛らないと耕作できない状況でありますの

で、状況を見て問題ないと思われます。 

議    長   はい、２番。 

○○番 委員   ○○番です。昨日現地調査に行って参りました。申請場所は○○○から東

へ１００ｍ、現況は梅畑です。理由は、今年農業委員会のあっせんで取得

した所です。畑の上側の道路に近い部分だけ６００㎡を２ｍほど切り下げ

て平らにして農作業の効率が上がるようにしたいという事です。隣接状況

は、東側、西側が市道、南側、北側が畑、排水等は自然浸透です。周りの

同意もあり何ら問題はないと思います。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番です。現地調査の委員さんの説明のとおり、形状変更しなければ梅

畑にならないような所です。異議ございません。 

議    長   ２番。  

○○番 委員   ○○番です。現地調査の方の説明のとおり異議ございません。 

議    長   はい、議案第４号農地の形状変更願２件とも異議なしとの事でございます。

そのように取り計らってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。続きまして議案第５号農

地等売渡あっせん申出について事務局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   ９ページをお願いします。議案第５号農地等売渡あっせん申出です。１番、

土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８８

４㎡、作物は梅で１０アール当たり収穫量は５００ｋｇ、他に４筆、合計

面積は６，６６２㎡、希望価格は全体で５００万円です。所有者は○○○、

○○○○です。農地等売渡あっせん申出、以上１件ご審議のほどよろしく

お願い申し上げます。 

議    長   はい、それでは地元委員さんの状況説明をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番です。この土地は○○○○から入りまして○○○の登山口で、ちょ
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うど人家の切れた所で、俗に○○○という所です。場所としては、○○○

○は４反ほどあり少し傾斜もあるんですけどもフラットな丘陵地帯で、中

には園内道を付けてやっているのが主な農地です。どの農地も道路に面し

ていまして不便なところはぜんぜんございません。○○○○さんは分家で

ありまして、分家する時に本家から譲り受けた土地で、そのお父さんも亡

くなり、息子さんが持っておられる農地ですけども、この方も病気になり

まして、兄弟の方も市外に出ていまして農業をしないということで、あっ

せんを申し出ることになりました。以上です。 

議    長   はい、ありがとうございます。議案第５号につきまして、あっせんする事 

に異議ございませんか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、あっせん委員さんを私の方から指名させてもらってよろしいで 

しょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   それでは、○○○の物件でございますので、○○○○委員さん、○○○○

委員さん、隣接地で○○○○委員さん、よろしくお願い申し上げます。そ

れでは続きまして、報告第１号農地等売渡あっせん成立について、事務局

のご説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   １０ページをお願いします。報告第１号農地等売渡あっせん成立です。１

番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が雑種地、現況は畑で

す。面積は４６７㎡、売渡人は○○○、○○○○、買受人は○○○、○○

○○、成立日は平成２５年１１月２５日、価格は４５０万円です。あっせ

ん委員さんは○○○○委員さん、○○○○委員さん、○○○○委員さんの

３名です。農地等売渡あっせん成立以上１件報告申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。あっせん委員さん大変ご苦労さんでございまし

た。それでは、あっせんの顛末の報告をお願い申し上げます。１番。 

○○番 委員   ○○番です。この○○○の○○○○さんは前の○○○○さんのおばさんに

なります。近隣の○○○○さんにお願いしたんですけども、○○○○さん

は家のすぐ隣になりますので、また畑にして耕作しますと、少し高いです

けどもとお願いしたところ、この値段でいいですよという事になりました。 

議    長   はい、有難うございました。報告第１号について、ご意見、ご質問ござい

ませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第１号、報告とさせていただきます。続 

きまして、報告第２号農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出に

ついて、事務局の説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １１ページをお願い申し上げます。報告第２号農地法施行規則第３２条第

１項第１号による届出です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目

は登記簿、現況共に畑、面積は９１５㎡です。届出人は○○○、○○○○、

使用目的及び規模は農業用倉庫１０８㎡、転用面積は農業用倉庫に車置場

９０㎡を加えた１９８㎡です。２番、土地の所在は○○○字○○○○、地

目は登記簿が田、現況は畑、面積は２８㎡です。届出人は○○○、○○○
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○、使用目的及び規模は農道２８㎡で、転用面積も２８㎡です。３番、土

地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に畑、面積は８２㎡

です。届出人は○○○、○○○○、使用目的及び規模は農道８２㎡で、転

用面積も８２㎡です。４番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記

簿、現況共に畑、面積は５１㎡、他１筆、合計面積８３㎡です。届出人は

○○○、○○○○、使用目的及び規模は農道８３㎡で、転用面積も８３㎡

です。農地法施行規則第３２条第１項第１号による届出、以上４件報告申

し上げます。 

議    長   報告第２号の４件について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第２号、報告とさせていただきます。続

きまして報告第４号農地使用貸借契約の合意解約通知について、事務局の

説明をお願い申し上げます。 

松平  主査   １３ページをお願いします。報告第４号農地使用貸借契約の合意解約通知

です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿が田、現況は

畑、面積は１７７㎡、他５筆、合計面積は１，９８５㎡でございます。貸

人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○○○、解約の日は平成２５年

１０月２４日、理由は建築、建設資材置場として第三者に貸すためです。

農地使用貸借契約の合意解約、以上１件報告いたします。 

議    長   報告第４号について、ご意見、ご質問ございませんか。 

         （なしの声あり。） 

議    長   ないようでございますので、報告第４号報告とさせていただきます。続き

まして、追加議案の議案②、議案第１号農地法第５条申請について、事務

局の説明をお願い申し上げます。 

小倉  係長   追加議案、議案②の１ページをお願いします。議案第１号農地法第５条申

請です。１番、土地の所在は○○○字○○○○、地目は登記簿、現況共に

畑、面積は３５３㎡です。貸人は○○○、○○○○、借人は○○○、○○

○○、使用目的及び規模は太陽光発電の設備３５３㎡、着工日、工事期間

は許可の日より４か月以内、農用地の内外は用途外です。隣接同意はござ

います。水利同意は不要です。使用貸借権永年設定です。過疎化の山村地

区域にある小集落の生産性の低い農地で、第２種農地です。以上１件につ

きまして、申請書、添付書類を審査しましたところ、農地法第５条第２項

の許可できない要件に該当しておりません。農地法第５条申請ご審議の程

よろしくお願い申し上げます。 

議    長   はい、有難うございます。それでは、現地調査の代表委員のかたの所見を

賜りたいと思います。１番。 

○○番 委員   ○○番です。昨日、現地調査に行ってまいりました。申請場所は、○○○

から西へ１５０ｍ、現況は茶畑でした。東側、西側、南側は畑、北側は市

道です。水利同意は不要です。転用理由として、息子さんが、ご両親が高

齢となりお茶の栽培が困難になり、年金だけでは生活が苦しくなり、息子

さんが資金を出し、太陽光発電設備を設置し、売電して収入を得たい。土

地は、親子間の使用貸借、転用内容は、土地は切土、盛土なし、支柱を立
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てパネル８０枚を設置するそうです。太陽光パネルは、○○○○を８０枚

で２０ｋｗの発電です。排水等は自然浸透で何ら問題はないと思われます。 

議    長   はい、有難うございました。それでは逐条審議をお願い申し上げます。１

番。 

○○番 委員   ○○番です。この地域は比較的日当たりは悪いのですが、それと言います

のは、北受けで段々に住宅、農地が所在しているという事ですが、この農

地については一番日当たりが良いんじゃないか、だから太陽光発電に目を

つけたと思います。私の担当する区域では太陽光発電が始めてであります

ので、関心を持ってこの施設の維持管理、運営について見ていきたいと思

っております。本件については異議ございません。 

議    長   はい、追加議案、議案②、議案第１号農地法第５条申請１件共異議なしと

の事でございます。そのように取り扱ってよろしいでしょうか。 

委員  全員   異議なし。 

議    長   はい、それではそのようにさせていただきます。それではその他の案件で

ございます。１１月の県の農業会議に提出をいたしました４条３件、５条

５件につきましてすべて無事答申されましたことをご報告申し上げます。

続きまして、農地の相談内容というペーパーがありますが、事務局から説

明させていただきます。 

愛須  局長   農地を借りたいと依頼がありました。農地を貸したいという情報があれば、

事務局まで連絡をお願いします。 

議    長   熱心な若い夫婦でございますので、ひとつお世話のほう出来ればお願いし

たいと思います。それでは、この後の予定を説明させていただきます。 

小倉  係長   この後の忘年会について説明。 

５番  委員   少しお時間いただいて、制度的に矛盾していますので、その辺を少し考え

ていただきたいと思います。５条申請、特に住宅建築の融資の案件ですが、

融資証明が必要となってくる、ただ転用許可が出ないと銀行では融資でき

ない。申請者の負担を軽減するという意味で、何かしらの対応が必要と思

います。農業委員会として対応策があれば聞きたいと思います。 

愛須  局長   個人住宅で転用申請の場合の資金証明ですが、融資の申し込みをして決定

に至っていない間に転用申請しますので、農協さんは出してくれますが、

普通の銀行等は出してくれませんので、融資の申し込みをしていると一筆

書いていただいて、それをもって電話で銀行に確認をして間違いありませ

んとして県にあげています。県と相談して検討したいと思います。 

議    長   他にございませんか。無いようでございましたら、長時間に亘りまして慎

重にご審議いただきまして有難うございました。本日はこれで終了いたし

ます。有難うございました。 
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午後５時９分終了 
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